
平成 27年 3月○日

地域公共交通総合連携計画の地域公共交通網形成計画への移行について

１．改正地域公共交通活性化再生法と地域公共交通網形成計画の概要

・交通政策基本法（平成 25年 12月に施行）

・交通政策に関する基本理念等を定めた法で、主な内容は

・日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等

・まちづくりの観点からの交通施策の促進

・関係者相互間の連携と協働の促進 等

・改正地域公共交通活性化再生法（平成 26年 11月に施行）

・交通政策基本法の具現化のための法で、要点は

①本格的な人口減少時代における地域社会の活力の維持・向上のため、

②地方公共団体が中心となって、

③まちづくりと連携し、

④面的な公共交通ネットワークを再構築

⑤そのための計画制度として、従来の「地域公共交通総合連携計画」に代わるものとし

て「地域公共交通網形成計画」を創設 （下図参照）

図１．改正地域公共交通活性化再生法のポイント

出典：国土交通省「人とまち、未来をつなぐネットワーク ～地域公共交通活性化再生法

の一部改正～」、第 6版、平成 26年 12月 3日
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２．天理市における地域公共交通網形成計画への移行のメリット

２－１．地域公共交通網形成計画の策定により、新設の「地域公共交通再編事業」につい

て、国の財政的支援の道が開ける

図２．地域公共交通再編事業の活用イメージ

出典：図１に同じ

２－２．現行の第２次天理市地域公共交通総合連携計画に若干の修正を加えることで、

地域公共交通網形成計画への移行が可能である

・地域公共交通網形成計画への移行のための要修正点

・「達成状況の評価に関する事項」を新たに記載すること

・改正地域公共交通活性化再生法に併せて打ち出された「地域公共交通の活性化及

び再生の促進に関する基本方針」（平成 26 年 11 月）に即した内容へと適宜修正を

加えること。具体的には、

・天理市都市計画マスタープランとの整合性について明記する

・国の新たな支援制度である「地域公共交通再編事業」の活用を念頭においた施策を

適宜盛り込む（たとえば新たなコミュニティバス路線の運行等）

・まちづくり関連のメンバーを協議会に加える
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改正地域公共交通活性化再生法に関する国土交通省の Q＆ A

Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 地域公共交通活性化再生法の枠組みを活用した場合に、どのようなメリットが

ありますか。

Ａ１ 地域の取組みが計画的に進められることで、限られた資源が有効に活用され、

持続可能な地域公共交通網の形成が図られることが期待されます。地域公共交通網形

成計画に基づいて地域公共交通特定事業（地域公共交通再編事業等）を実施する際に

は、関係法令の特例措置や、国による財政支援等が受けられるほか、地方債の配慮な

どを行います。

Ｑ２ 既に地域公共交通総合連携計画を策定しているのですが、法改正によって、計

画の位置付けはどうなるのでしょうか。地域公共交通網形成計画へと移行しない場合

には、どうなるのでしょうか。

Ａ２ 法律の改正に伴い、地域公共交通総合連携計画は法定計画ではなくなりますが、

同計画に基づいて実施している地域公共交通特定事業については、地域公共交通網形

成計画を作成することなく事業を継続することができます。

ただし、今後、新たに地域公共交通特定事業（地域公共交通再編事業等）を実施し

ようとする場合には、新たに、地域公共交通網形成計画を作成することが必要となり

ます。地域公共交通総合連携計画を地域公共交通網形成計画に移行するためには、新

たに追加された記載事項（事業の評価に関する事項）を追加するとともに、今後改正

される基本方針に即したものとすることが必要です。

Ｑ３ 地域公共交通網形成計画は、必ずコンパクトシティ化の取り組みと一体でなけ

ればならないのですか。

Ａ３ 必ずしもその必要はありません。ただし、コンパクトシティ化に取り組まない

地域においても、その地域に固有のまちづくりや観光振興、健康、福祉、環境等の地

域戦略と効果的に連携して地域公共交通網形成計画を作成することが期待されます。

Ｑ４ 地域公共交通網形成計画の作成にあたって、協議会を新たに設置する必要はあ

りますか。

Ａ４ 地域公共交通総合連携計画を作成するための協議会が既に存在する場合は、同

じ協議会で地域公共交通網形成計画の作成について協議することが可能です。また、

既に設置されている会議の構成員を追加することにより、本法に基づく法定協議会と

しての機能を付加することも可能です。例えば、道路運送法に基づく地域公共交通会

議が既に組織されている場合には、必要な関係者を追加することにより、法定協議会

としての要件を満たすことになります。協議会には、地方公共団体の判断により構成

員を追加することが可能であり、地域の実情に応じて必要な関係者を追加することに

より、活発な議論が行われることが期待されます。また、協議会を公開し、住民、利

用者その他の利害関係者の意見を計画に反映させることも重要です。

出典：図１に同じ

3



地 域 公 共 交 通 の 活 性 化 及 び 再 生 の 促 進 に 関 す る 基 本 方 針 (H26.11)へ の 第 2 次 天 理市 地 域 公 共 交 通 総 合連 携 計 画 の 対 応 状 況

地 域 公共 交 通 の 活 性 化 及 び再 生 の 促 進 に 関 す る基 本 方 針 （ H26.11)が 示 す 第 ２ 次 天 理 市 地 域 公 共 交 通 総 連 携 計 画 を 形 成 計 画 へ 変 更
地 域 公共 交 通 網 形 成 計 画 の作 成 に 関 す る 基 本 的な 事 項 合 連 携 計 画 での 対 応 状 況 す る 場 合 の 新 規 追 加 事 項 案
１ ． まち づ く り 、 観 光 振 興等 の 地 域 戦 略 と の 一体 性 の 確 保 対 応 状 況 ： △ １ ． パ ー ク ア ン ド ラ イ ド や

サ イ ク ル ア ン ド ラ イ ド 、 サ
・ 人 々 が 集 う 拠 点 や 観 光 ス ポ ッ ト に お け る 公 共 交 通 の 利 便 性 を 高 め 、 地 計 画 目 標 の ③ と し て 、「 中 心 イ ク ル バ ス に 関 す る 項 目 を

域 公 共 交 通 の サ ー ビ ス の 充 実 と 利 用 者 の 増 加 と を 一 体 で 実 現 す る こ と 市 街 地 、 公 共 施 設 へ の ア ク セ 追 加 す る こ と が 考 え ら れ る
が 必要 ス の 向 上 」 が 盛 り 込 ま れ て い

・ コ ン パ ク ト な ま ち づ く り の 実 現 の た め に 、 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 都 市 機 る 具 体 的 に は 、 本 計 画 に 位 置
能 へ の ア ク セ ス を 確 保 す る た め の 幹 線 交 通 の 形 成 と サ ー ビ ス の 充 実 、 づ け る 事 業 の う ち 、 ④ 鉄 道
中 心 部 に お け る 循 環 型 の 公 共 交 通 網 の 形 成 、 幹 線 交 通 と 連 絡 し た 支 線 本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う ・ 路 線 バ ス の 満 足 度 向 上 に
交 通 の 形 成 と 交 通 結 節 点 の 整 備 に よ る 乗 継 円 滑 化 、 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ち 、 ④ 鉄 道 ・ 路 線 バ ス の 満 足 向 け た 施 策 展 開 に 、 こ れ ら
や デ マ ン ド 型 乗 合 タ ク シ ー な ど 多 様 な 交 通 サ ー ビ ス の 導 入 と 有 機 的 な 度 向 上 に 向 け た 施 策 展 開 に お の 項 目 を 追 加 す る こ と が 考
組 合せ な ど の 公 共 交 通 の再 編 を 一 体 的 に 展 開し て い く こ と が 不 可欠 い て 、 JR・ 近 鉄 の 乗 り 継 ぎ 利 え ら れ る

・ 歩 行 者 、 自 転 車 及 び 公 共 交 通 優 先 の ま ち づ く り を 図 る 上 で は 、 歩 行 空 便 性 向 上 、 駅 設 備 の 改 善 、 バ
間 や 自 転 車 利 用 環 境 の 整 備 、 バ ス や 軌 道 の 乗 換 拠 点 等 の 交 通 結 節 点 の ス 停 設 備 の 改 善 な ど の 「 満 足 ２ ． 平 成 25 年 4 月 に 策 定 さ
整 備 、 ト ラ ン ジ ッ ト モ ー ル 等 の 導 入 、 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド の 推 進 、 駐 度 向 上 に 向 け て 想 定 さ れ る 事 れ た 「 天 理 市 都 市 計 画 マ ス
車 場の 配 置 等 も 併 せ て 検討 す る こ と が 考 え られ る 業 」 の 実 施 に 向 け た 関 係 機 関 タ ー プ ラ ン 」 の 45 ～ 46 ペ

・ 各 種 施 策 の 具 体 化 に 当 た っ て も 、 駅 を 中 心 と し た 交 通 結 節 点 の 整 備 な 及 び 鉄 道 ・ 路 線 バ ス 事 業 者 と ー ジ に 、「 鉄 道 や バ ス 等 の
ど 短 期 的 に 実 施 で き る も の か ら 、 さ ら に は 、 中 長 期 を か け て 実 現 す る の 協 議 が 盛 り込 ま れ て い る 公 共 交 通 機 関 の 利 便 性 を 高
ま ち づ く り ま で 、 各 段 階 で ま ち づ く り と 交 通 を 一 体 的 に 推 進 す る こ と め 、 高 齢 社 会 に 対 応 し た 人
が 重要 本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う に や さ し い 交 通 網 を 形 成 し

ち 、 ⑤ 主 要 駅 と そ の 周 辺 エ リ て い き ま す 」 と し て 、 鉄 道
ア の 面 的 な バ リ ア フ リ ー 化 駅 の 交 通 結 節 点 機 能 の 充 実 、
は 、 中 心 市 街 地 に 位 置 す る 近 櫟 本 駅 、 柳 本 駅 、 前 裁 駅 及
鉄 天 理 、 JR 天 理 、 近 鉄 二 階 び 二 階 堂 駅 の 駅 前 広 場 整 備
堂 、 近 鉄 前 栽 の 各 駅 周 辺 の バ 努 力 、 バ ス の 利 便 性 向 上 と
リ ア フ リ ー 化 を 各 種 関 係 機 関 利 用 促 進 の 方 針 が 示 さ れ て
及 び 鉄 道 事 業 者 に 働 き か け る い る 。 こ れ ら と の 整 合 性 に
内 容 と な っ てい る つ い て 形 成 計 画 に 明 示 す る

こ と が 考 え ら れ る

具 体 的 に は （ １ ） 基 本 的 な
方 針 に 、 マ ス タ ー プ ラ ン と
の 整 合 性 を 追 記 す る こ と が
考 え ら れ る 。 な お 天 理 市 で
は 中 心 市 街 地 活 性 化 法 に 基
づ く 基 本 計 画 や バ リ ア フ リ
ー 基 本 構 想 は 未 策 定 で あ る
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地 域 公共 交 通 の 活 性 化 及 び再 生 の 促 進 に 関 す る基 本 方 針 （ H26.11)が 示 す 第 ２ 次 天 理 市 地 域 公 共 交 通 総 連 携 計 画 を 形 成 計 画 へ 変 更
地 域 公共 交 通 網 形 成 計 画 の作 成 に 関 す る 基 本 的な 事 項 合 連 携 計 画 での 対 応 状 況 す る 場 合 の 新 規 追 加 事 項 案
２ ． 地域 全 体 を 見 渡 し た 総合 的 な 公 共 交 通 ネ ット ワ ー ク の 形 成 対 応 状 況 ： ○

・ 地 域 全 体 の 公 共 交 通 を ネ ッ ト ワ ー ク と し て 総 合 的 に 捉 え 、 交 通 機 関 相 本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う 新 規 追 加 事 項 は 特 に な い 。
互 の 連 携 を 十 分 に 図 る と と も に 、 公 共 交 通 網 の 効 率 性 を 向 上 さ せ る こ ち 、 ① 天 理 市 コ ミ ュ ニ テ ィ バ
と が必 要 ス 運 行 事 業 に 「 隣 接 市 町 と の

・ 特 に 、 公 的 支 援 の あ る サ ー ビ ス は 公 的 支 援 の な い サ ー ビ ス を 補 完 す る 連 携 に よ る 利 便 性 向 上 ・ 経 費 ＜ 中 期 的 課 題 と し て ＞
も の と し て 位 置 付 け 、 両 者 の 重 複 を で き る 限 り 避 け る と と も に 、 民 間 削 減 の 可 能 性 の 検 討 」「 い ち コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス や デ マ ン
活 力を 大 限 活 用 す る こと に 留 意 す る 必 要 ょ う 号 の 付 加 価 値 を 高 め る た ド 型 乗 合 タ ク シ ー の 対 象 範

め 、多 方 面 での 活 用 を 検 討 」、 囲 拡 大 等 に あ た っ て 、 路 線
② 天 理 市 デ マ ン ド 型 乗 合 タ ク バ ス と の 重 複 ・ 競 合 を で き
シ ー 運 行 事 業 に 「 隣 接 市 町 と る 限 り 避 け 、 効 率 的 な 運 行
の 連 携 に よ る 利 便 性 向 上 ・ 経 を 行 う た め に 、 客 観 的 な 参
費 削 減 の 可 能 性 の 検 討 」「 ぎ 入 ・ 撤 退 基 準 を 設 け る な ど
ん な ん 号 に よ る バ ス 路 線 の 代 の 取 り 組 み を 行 う こ と が 考
替 可 能 性 に つ い て 検 討 」 が そ え ら れ る
れ ぞ れ 盛 り 込ま れ て い る

本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う
ち 、 ④ 鉄 道 ・ 路 線 バ ス の 満 足
度 向 上 に 向 け た 施 策 展 開 に お
い て 、 JR・ 近 鉄 の 乗 り 継 ぎ 利
便 性 向 上 や 、 鉄 道 と 自 家 用 車
・ 自 転 車 ・ バ ス 等 と の 連 携 強
化 、 広 域 バ ス 路 線 の 維 持 方 策
や 代 替 手 段 の 検 討 等 が 盛 り 込
ま れ て い る
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地 域 公共 交 通 の 活 性 化 及 び再 生 の 促 進 に 関 す る基 本 方 針 （ H26.11)が 示 す 第 ２ 次 天 理 市 地 域 公 共 交 通 総 連 携 計 画 を 形 成 計 画 へ 変 更
地 域 公共 交 通 網 形 成 計 画 の作 成 に 関 す る 基 本 的な 事 項 合 連 携 計 画 での 対 応 状 況 す る 場 合 の 新 規 追 加 事 項 案
３ ． 地域 特 性 に 応 じ た 多 様な 交 通 サ ー ビ ス の 組み 合 わ せ 対 応 状 況 ： ○

・ 人 口 密 度 や 自 然 条 件 等 の 地 域 特 性 に 応 じ て 、 鉄 軌 道 、 路 線 バ ス 、 コ ミ 計 画 目 標 の ⑤ と し て 、「 市 の 病 院 や 企 業 関 係 の シ ャ ト ル
ュ ニ テ ィ バ ス 、 デ マ ン ド 交 通 、 タ ク シ ー 、 自 家 用 有 償 旅 客 運 送 、 ス ク 公 共 交 通 幹 線 で あ る 鉄 道 網 の バ ス と の 連 携 可 能 性 の 検 討
ー ル バ ス 、 福 祉 バ ス 、 旅 客 船 、 海 上 タ ク シ ー な ど 多 様 な 交 通 手 段 を 有 利 便 性 向 上 と 利 用 促 進 」 が 盛 を 、 新 た に 盛 り 込 む こ と が
機 的 に 組 み 合 わ せ て 、 身 の 丈 に 合 っ た 新 た な 地 域 公 共 交 通 網 の 形 成 を り 込 ま れ 、 そ の 中 に 「 市 の 公 考 え ら れ る
図 るこ と が 重 要 共 交 通 幹 線 で あ る 鉄 道 網 の 利

・ そ の 際 、 自 家 用 自 動 車 、 自 転 車 や 徒 歩 と の 接 続 を 考 慮 す る と と も に 、 便 性 向 上 と 利 用 促 進 に 取 り 組 具 体 的 に は 、 計 画 目 標 の ⑤
必 要 に 応 じ 、 Ｌ Ｒ Ｔ ・ Ｂ Ｒ Ｔ な ど の 新 た な 交 通 シ ス テ ム の 整 備 、 超 小 み 、 市 民 の 満 足 度 の 向 上 を 図 を 、「 ･･ ･こ れ と 併 せ て 、 鉄
型 モビ リ テ ィ の 活 用 等 も視 野 に 入 れ る べ き る 。 こ れ と 併 せ て 、 鉄 道 と バ 道 と バ ス 、 病 院 や 企 業 関 係

ス 、 自 転 車 や 自 家 用 車 と の 連 の シ ャ ト ル バ ス 、 自 転 車 や
携 を 強 化 す る」 と あ る 。 自 家 用 車 と の 連 携 を 強 化 す

る 」 と 修 正 す る 等 の 対 応 が
徒 歩 と の 接 続 に 関 し て は 、 本 考 え ら れ る
計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う
ち 、 ⑤ 主 要 駅 と そ の 周 辺 エ リ
ア の 面 的 な バ リ ア フ リ ー 化 が
対 応 し て い る。

４ ． 住民 の 協 力 を 含 む 関 係者 の 連 携 対 応 状 況 ： ○

・ 地 域 公 共 交 通 に 利 用 者 た る 住 民 の ニ ー ズ を 的 確 に 反 映 さ せ る だ け で な 本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う 新 規 追 加 事 項 は 特 に な い 。
く 、 住 民 が 主 体 と な っ て 公 共 交 通 を 考 え 、 さ ら に は 運 営 に も 関 わ る と ち 、 ② 天 理 市 デ マ ン ド 型 乗 合
い っ た 積 極 的 ・ 継 続 的 関 与 を 行 う こ と が 、 地 域 公 共 交 通 の 持 続 可 能 性 タ ク シ ー 運 行 事 業 に 、「 地 域
の 確保 の 観 点 か ら も 必 要 住 民 や 事 業 者 と の 協 働 に よ る ＜ 計 画 遂 行 に 関 し て ＞

利 用 促 進 活 動 」 が 盛 り 込 ま れ 平 成 26 年 度 に モ ビ リ テ ィ ・
て い る 。 ま た 、 ③ 公 共 交 通 の マ ネ ジ メ ン ト を 実 施 し た が 、
広 報 ・ 利 用 促 進 活 動 に 「 モ ビ シ ン ポ ジ ウ ム 等 や 各 種 の 広
リ テ ィ ・ マ ネ ジ メ ン ト 」「 シ 報 （ 新 規 導 入 車 両 を 活 用 し
ン ポ ジ ウ ム 等 」「 各 種 の 広 報 た 有 料 広 告 等 ）・ 利 用 促 進
・ 利 用 促 進 活 動 」 が 盛 り 込 ま 活 動 に つ い て も 具 体 的 な 取
れ て い る り 組 み を 進 め る こ と が 必 要

と 考 え ら れ る
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地 域 公共 交 通 の 活 性 化 及 び再 生 の 促 進 に 関 す る基 本 方 針 （ H26.11)が 示 す 第 ２ 次 天 理 市 地 域 公 共 交 通 総 連 携 計 画 を 形 成 計 画 へ 変 更
地 域 公共 交 通 網 形 成 計 画 の作 成 に 関 す る 基 本 的な 事 項 合 連 携 計 画 での 対 応 状 況 す る 場 合 の 新 規 追 加 事 項 案
５ ． 広域 性 の 確 保 対 応 状 況 ： ○

・ 当 該 地 域 の 住 民 の 通 勤 、 通 学 、 買 物 、 通 院 と い っ た 日 常 生 活 に 関 し て 本 計 画 に 位 置 づ け る 事 業 の う 特 に な し
形 成 さ れ る 交 通 圏 を 基 本 と す る こ と と し 、 個 別 ・ 局 所 的 な も の に な ら ち 、 ① 天 理 市 コ ミ ュ ニ テ ィ バ
な いよ う 留 意 す べ き ス 運 行 事 業 に 「 隣 接 市 町 と の

連 携 に よ る 利 便 性 向 上 ・ 経 費
削 減 の 可 能 性 の 検 討 」、 ② 天
理 市 デ マ ン ド 型 乗 合 タ ク シ ー
運 行 事 業 に 「 隣 接 市 町 と の 連
携 に よ る 利 便 性 向 上 ・ 経 費 削
減 の 可 能 性 の 検 討 」 が そ れ ぞ
れ 盛 り 込 ま れて い る

６ ． 具体 的 で 可 能 な 限 り 数値 化 し た 目 標 設 定 対 応 状 況 ： ○

・ 基 本 的 な 方 針 に 即 し て 、 目 標 を 設 定 す る こ と と す る 。 目 標 の 設 定 の 際 次 の ３ 項 目 で 具 体 的 な 数 値 目 特 に な し
に は 、 地 域 の 関 係 者 が 共 通 認 識 を 持 っ て 取 組 を 推 進 す る こ と が で き る 標 が 設 定 さ れて い る
よ う、 可 能 な 限 り 具 体 的か つ 明 確 な 目 標 を 設定 す る 必 要 １ ． 市 内 に お け る 公 共 交 通 空

・ そ れ ぞ れ の 地 域 の 公 共 交 通 サ ー ビ ス が 現 状 に お い て ど の レ ベ ル に あ る 白 地 帯 の 解 消割 合
か を で き る 限 り 客 観 的 に 認 識 し た 上 で 、 地 域 が 自 ら の 目 指 す 方 向 性 を ２ ． 公 共 交 通 に 対 す る 市 民 の
可 能な 限 り 具 体 的 な 数 値目 標 と し て 明 示 す るこ と が 重 要 満 足 度

３ ． コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ・ デ マ
ン ド 型 乗 合 タ ク シ ー の 利 用 者
数

形 成 計 画 に 変 更 す る 場 合 の そ の 他 の 要 修 正 点
１ ． 形 成 計 画 の 記 載 内 容 と し て 新 し く 加 え ら れ た 「 事 業 の 評 価 に 関 す る 対 応 状 況 ： △ ６ ． 全 体 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル

事項 」 へ の 対 応 達 成 す べ き 数 値 目 標 は 定 め て の 次 に 、 ７ ． 計 画 の 達 成 状
い る が 、PDCA に つ い て は ６ ． 況 の 評 価 に 関 す る 事 項 を
全 体 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル に 新 た に 設 け 、 PDCA の 実 行 体
「 PDCA サ イ ク ル の も と 、 定 制 や 評 価 に 必 要 と な る デ ー
期 的 に 評 価 ・ 検 討 ・ 見 直 し を タ 把 握 方 法 等 を 簡 潔 に 示 す
行 う 」 と 表 記す る に と ど ま る こ と が 考 え ら れ る

２ ． 国 の 支 援 制 度 と し て 「 地 域 公 共 交 通 再 編 事 業 」 が 設 け ら れ た こ と へ 対 応 状 況 ： × ５ ． 本 計 画 に 位 置 づ け る 事
の対 応 業 に 必 要 に 応 じ て 反 映

以 上
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